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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルを有する開閉部本体と、この開閉部本体を支持する枠部材と、この枠部材に
前記開閉部本体を開閉可能に取り付けるためのヒンジとを備えた可動開閉装置であって、
　前記枠部材の内部又は外部に取り付けられた一次変圧器と、
　前記開閉部本体の内部又は外部に取り付けられた昇圧器と、
　前記一次変圧器と前記昇圧器とを接続する可撓電線と、
　前記液晶パネルの透明／不透明を切り換える操作スイッチとを備え、
　前記一次変圧器は、入力した電源電圧を低電圧に変圧し、
　前記昇圧器は、前記一次変圧器からの前記低電圧を昇圧して前記液晶パネルに供給し、
　前記可撓電線にかかる電圧を、前記低電圧とし、
　前記操作スイッチが、前記一次変圧器と前記昇圧器との間であって、前記昇圧器の低電
圧側に接続された
　ことを特徴とする可動開閉装置。
【請求項２】
　前記一次変圧器の低電圧側が、前記枠部材及び／又は前記開閉部本体とともに接地され
た
　ことを特徴とする請求項１記載の可動開閉装置。
【請求項３】
　前記低電圧が、２５Ｖ以下である
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　ことを特徴とする請求項１又は２記載の可動開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、瞬間調光ガラスなどの液晶パネルを有した可動開閉装置に関し、特に、ドア
部（開閉部本体）と枠部材とがヒンジで接続されており、このヒンジ付近に配された可撓
電線や変圧器などでの絶縁劣化による感電を防止するのに好適な可動開閉装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電圧を印加／遮断することで瞬時に透明／不透明を切り換えることが可能な液晶
パネルが知られている（例えば、特許文献１参照。）。
　この液晶パネルは、図４に示すように、液晶板１１０の全体が絶縁皮膜（絶縁層）１２
０で覆われ、両面から透明電極１３０で挟まれ、さらに十分に外力に耐える厚みを有した
２枚の透明な板ガラス１４０で挟まれた構造をなっている。そして、通常状態では液晶板
１１０は不透明であるが、透明電極間に電圧を印加することで透明になる。
　この液晶パネル１００は、例えば、窓ガラスや仕切衝立など、既に幾つかの実用例があ
る。
【０００３】
　こうした液晶パネルの中には、印加する電圧が感電の危険のない低電圧（２４Ｖ以下）
で作動するものがある。ただし、電圧を印加していない不透明時の曇度が低いため、高い
不透明性が要求される浴室等での用途には不向きであった。また、斜めから見ると、透明
性が落ちたり、あるいは画像が見づらくなったりするという問題があった。
　さらに、低電圧型の液晶は数ボルトの低電圧で作動するが、液晶の配向が電圧の印加で
回転することの応用であるため、偏光フィルターの併用が必要となり、電圧印加時の透明
性が半減するという不都合があった。
【０００４】
　これに対し、高電圧作動の液晶は、無電圧ではランダムな向きで不透明であるが、電圧
印加で電場方向と同じパネル面と垂直に配向して透明化する。したがって、偏光フィルタ
ーなどは必要なく、良好な透明性となる。
【特許文献１】特許３５１２３７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、高電圧作動する従来の液晶パネルにおいては、十分な感電防止措置が講
じられていないという問題があった。
　例えば、液晶パネルがドア部に使用されている場合、その液晶パネルに電力を供給する
配線はドア部のヒンジ付近を通すことになる。その配線は、ドア部の開閉に伴って幾度も
曲げ伸ばしを繰り返すことになるが、その配線に柔軟な可撓電線を用いたとしても、断線
や絶縁皮膜剥離など故障の危険が伴ってしまう。特に、水場である浴室等のドア部に液晶
パネルを用いた場合は、感電の危険性が高くなる。
【０００６】
　また、液晶パネルへの電力供給用の配線に安全絶縁トランスを接続したものがある。安
全絶縁トランスとは、ＥＮ，ＵＬ，ＪＩＳなどの安全規格に対応した絶縁トランスをいう
。この安全絶縁トランスは、一次巻線と二次巻線の間に金属のシールド板を備えており、
これを接地することで、万が一の絶縁劣化でも安全性を保つことができる。
　ここで、安全絶縁トランスと同等の安全性を保ちながら、かつ、ヒンジ部（可動部）で
電線の損傷があっても安全性を保つために、低電圧（例えば、２４Ｖ）で中継し、この低
電圧で作動する液晶を用いることも考えられるが、この場合、その低電圧型液晶では電圧
遮断時の不透明性が低いため、十分なプライバシーが守れないという問題があった。
【０００７】
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　本発明は、上記の事情にかんがみなされたものであり、絶縁劣化等による漏電に対して
十分な感電防止措置を講じることで安全性を高めることができ、しかも十分な不透明性を
有した液晶パネルの使用を可能とする可動開閉装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的を達成するため、本発明の可動開閉装置は、液晶パネルを有する開閉部本体と
、この開閉部本体を支持する枠部材と、この枠部材に開閉部本体を開閉可能に取り付ける
ためのヒンジとを備えた可動開閉装置であって、枠部材の内部又は外部に取り付けられた
一次変圧器と、開閉部本体の内部又は外部に取り付けられた昇圧器と、一次変圧器と昇圧
器とを接続する可撓電線と、液晶パネルの透明／不透明を切り換える操作スイッチとを備
え、一次変圧器は、入力した電源電圧を低電圧に変圧し、昇圧器は、一次変圧器からの低
電圧を昇圧して液晶パネルに供給し、可撓電線にかかる電圧を、低電圧とし、操作スイッ
チが、一次変圧器と昇圧器との間であって、昇圧器の低電圧側に接続された構成としてあ
る。
【０００９】
　可動開閉装置をこのような構成とすると、ヒンジ付近を通す電圧を感電の危険が無い低
電圧とすることができるため、安全性を保つことができる。
　さらに、二次変圧器の高電圧を浮遊的に液晶パネルに供給することができるため、安全
性をさらに高めることができる。
【００１０】
　しかも、二次変圧器で昇圧された高電圧により作動する液晶パネルを使用できる。この
高電圧作動の液晶パネルは電圧遮断時の不透明性が高いため、十分なプライバシーを守る
ことができる。
　加えて、高電圧作動の液晶パネルを使用可能とすることで、低電圧作動の液晶パネルが
有する問題、例えば、斜めから見たときの透明性の低下や画像の不明瞭といった問題も解
消できる。
【００１１】
　また、可動開閉装置をこのような構成とすると、スイッチの操作により、液晶パネルを
透明又は不透明に切り換えることができる。
　しかも、ヒンジ付近を通す電圧は低電圧とされ、一次変圧器の低電圧側が枠部材等とと
もに接地され、二次変圧器の高電圧を浮遊的に液晶パネルに供給できるため、安全性が高
く、かつ、不透明性の高い液晶パネルの可動開閉装置を提供できる。
【００１２】
　また、本発明の可動開閉装置は、一次変圧器の低電圧側が、枠部材及び／又は開閉部本
体とともに接地された構成とすることができる。
　可動開閉装置をこのような構成とすれば、一次変圧器の低電圧の片側を接地することで
、一次変圧器の巻線間の絶縁劣化による漏洩電流を大地に逃がすことができる。これによ
り、感電を防止できる。
【００１３】
　また、本発明の可動開閉装置は、低電圧が、２５Ｖ以下である構成とすることができる
。
　可動開閉装置をこのような構成とすれば、ヒンジ部を通す電圧を感電の危険性がない低
電圧とすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明によれば、ヒンジ部を通す電圧を感電の危険が無い低電圧とする
ことで安全性を保つことができる。
　また、一次変圧器の低電圧の片側を接地することで、一次変圧器の巻線間の絶縁劣化に
よる漏洩電流を大地に逃がすことができる。
　さらに、二次変圧器の高電圧を浮遊的に液晶パネルに供給することで、これら三重の安
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全性を有することができる。
【００１５】
　そして、ヒンジ付近を通る低電圧が二次変圧器により昇圧されることから、交流１００
Ｖ以上の高電圧で作動する液晶パネルを使用できる。この高電圧型液晶パネルは不透明性
が高いことから、十分なプライバシーを確保することができる。
　しかも、高電圧型液晶パネルを使用可能とすることで、低電圧型液晶パネルが有する種
々の問題を解消できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る可動開閉装置の好ましい実施形態について、図面を参照して説明す
る。
【００１７】
　まず、本発明の可動開閉装置の実施形態について、図１及び図２を参照して説明する。
　図１は、本実施形態の可動開閉装置の外観構成を示す正面図、図２は、ヒンジ部周辺を
拡大して図示した断面図（図１のＡ－Ａ断面図）である。
【００１８】
　図１に示すように、可動開閉装置１は、ドア部（開閉部本体）１０と、枠部材２０と、
ヒンジ３０とを備えている。
　ここで、ドア部１０は、液晶パネル１１と、ドア枠１２とを有している。
　液晶パネル（瞬間調光ガラス）１１は、図４に示したように、液晶板、絶縁層、透明電
極、板ガラスを積層して形成されている。なお、液晶パネルは従来公知の任意好適なもの
を用いることができる。このため、液晶パネルについての詳細な説明は省略する。
【００１９】
　ドア枠１２は、ドア部１０の枠組みや仕切りとなる部材であって、右縦枠と左縦枠から
なる立て框（たてかまち）部１３と、左右の立て框部１３を橋渡しする桟（さん）部１４
とを有している。
　なお、このドア枠１２は、立て框部１３と桟部１４だけで構成することに限るものでは
なく、例えば二以上の桟部１４を橋渡しする組子（くみこ）部を含めることができる。そ
して、これら立て框部１３，桟部１４，組子部によって囲まれたところに液晶パネル１１
が嵌め込まれる。
【００２０】
　立て框部１３は、上述したように右縦枠と左縦枠とを有しているが、これらのうちヒン
ジ部３０が取り付けられる方が内框部材１３－１、他方が外框部材１３－２となる。
　内框部材１３－１は、図２に示すように、内部が空洞になった部分があり、この空洞部
には二次変圧器（昇圧器）４３や操作スイッチ４４などが取り付けられている。これら二
次変圧器４３や操作スイッチ４４の詳細については後述する。
　また、内框部材１３－１は、液晶パネル１１が嵌め込まれる側面に嵌合用切欠１３－１
１（又は、嵌合用凹部）が形成されている。この嵌合用切欠１３－１１に液晶パネル１１
を嵌合させる場合、切欠１３－１１の端部と液晶パネル１１との間には緩衝・封止ゴム１
３－１２がはめ込まれる。これにより、液晶パネル１１が固定するとともに、空洞部にゴ
ミや水滴等が入り込むのを阻止できる。
【００２１】
　枠部材２０は、ドア部１０を支持する枠である。この枠部材２０は、縦枠部材２１，２
２と鴨居部材２３とを有しており、一の縦枠部材２１にはヒンジ３０が取り付けられてい
る。このヒンジ３０が取り付けられた縦枠部材（ヒンジ枠部材）２１は、内部が空洞にな
った部分があり、この空洞部に一次変圧器４１が取り付けられている。
【００２２】
　なお、一次変圧器４１は、ヒンジ枠部材２１の外部に取り付けることもできる。外部に
取り付けるとは、ヒンジ枠部材２１の側面に直接取り付けることと、ヒンジ枠部材２１か
らは離間しているがヒンジ枠部材２１の近くに取り付けることとを含む。このように一次
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変圧器４１をヒンジ枠部材２１の外部に取り付ける場合であって、ドア部１０が浴室など
の水場に設置されるときは、一次変圧器４１は防水型とすることが望ましい。
【００２３】
　この一次変圧器４１は、外部からの電源電圧を安全な低電圧に降圧する絶縁性の高い変
圧器である。具体的には、電源電圧（ＡＣ１００Ｖ）を低電圧（２４Ｖ）に変圧する。そ
の低電圧の片側端子は、図３に示すように、ヒンジ枠部材２１や内框部材１３－１ととも
に接地されている。これにより、一次変圧器４１の巻線間の絶縁劣化による漏電電流を大
地に逃がすことができる。
　また、一次変圧器１４として絶縁トランスを用いることで、液晶パネル１１を雷サージ
から守ることができる。
【００２４】
　可撓電線４２は、一部が、一次変圧器４１の低電圧側と二次変圧器４３の低電圧側とを
接続する電線であって、ヒンジ部（ヒンジ３０の付近）で曲げ伸ばし自在に配置されてい
る。
　また、可撓電線４２は、他の一部が、一次変圧器４１の低電圧の片側端子から引き出さ
れた電線であって、弛みをもたせてドア部１０の内框部材１３－１の内部に引き込まれて
いる。この引き込み線によって、内框部材１３－１が接地される。
【００２５】
　二次変圧器４３は、可撓電線４２を介して送られてきた低電圧を、液晶パネル１１が作
動するに必要な電圧に昇圧する。具体的には、二次変圧器４３は、低電圧（２４Ｖ）を例
えば１００Ｖに変圧する。
　このように、二次変圧器４３の高電圧出力を浮遊的に液晶パネル１１に供給することで
、さらに安全性を高めることができる。しかも、高電圧型液晶パネルを使用できるため、
不透明性が高くなり、十分にプライバシーを守ることができる。
【００２６】
　なお、二次変圧器４３は、図２においては、内框部材１３－１の内部に取り付けられて
いるが、内部に限るものではなく、外部に取り付けることもできる。ここで外部に取り付
けるとは、内框部材１３－１の側面に直接取り付けることと、内框部材１３－１からは離
間しているが内框部材１３－１の近くに取り付けることとを含む。このように二次変圧器
４３を内框部材１３－１の外部に取り付ける場合であって、ドア部１０が浴室などの水場
に設置されるときは、二次変圧器４３は防水型とすることが望ましい。
【００２７】
　操作スイッチ４４は、液晶パネル１１の透明／不透明を切り換えるスイッチであって、
図３に示すように、二次変圧器４３の低電圧側に接続されている。この操作スイッチ４４
の操作ボタン４４－１は、内框部材１３－１の外側に突出していることから、利用者が室
内から操作することができる。
【００２８】
　次に、本実施形態の可動開閉装置の動作について、図２を参照して説明する。
　操作スイッチ４４がＯＦＦのときは、液晶パネル１１は不透明となっている。
　操作スイッチ４４がＯＮに切り換えられると、一次変圧器４１が、電源電圧（ＡＣ１０
０Ｖ）を低電圧（２４Ｖ）に変圧して出力する。この低電圧（２４Ｖ）は、可撓電線４２
を介して二次変圧器４３に与えられる。
　二次変圧器４３では、その低電圧（２４Ｖ）を、液晶パネル１１が動作する電圧（１０
０Ｖ）に変圧して出力する。この出力された電圧（１００Ｖ）が与えられて、液晶パネル
１１が透明になる。
【００２９】
　以上説明したように、本実施形態の可動開閉装置によれば、ヒンジ部を通す電圧を感電
の危険がない低電圧とすることで、安全性を保つことができる。
　また、一次変圧器の低電圧の片側を接地することにより、一次変圧器の巻線間の絶縁劣
化による漏洩電流を大地に逃がすことができる。
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　さらに、二次変圧器の高電圧を浮遊的に液晶パネルに供給することで、三重の安全性を
有することができる。
【００３０】
　以上、本発明の可動開閉装置の好ましい実施形態について説明したが、本発明に係る可
動開閉装置は上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変
更実施が可能であることは言うまでもない。
　例えば、上述した実施形態では、開閉部本体の例としてドア部を挙げたが、開閉部本体
はドア部に限るものではなく、ヒンジにより開閉可能な建具、例えば窓などを含むことが
できる。
【００３１】
　また、液晶パネルの電源は、一般家庭用電源を用いることができるが、これに限るもの
ではなく、例えば、電池電源を用いることもできる。
　さらに、上述した実施形態では、昇圧器の例として二次変圧器を挙げたが、昇圧器は二
次変圧器に限るものではなく、例えば、半導体素子を用いたインバータ昇圧回路で構成す
ることもできる。
　また、液晶パネルは、電圧を印加した状態でスイッチをＯＦＦにすると、この液晶パネ
ル内に電荷がしばらく残留してしまって瞬時に不透明にならないという問題がある。そこ
で、残留電圧を放電するための回路を接続することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明は、液晶パネルの電源供給回路に関する発明であるため、液晶パネルが使用され
る建築物や装置などに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の可動開閉装置の外観構成を示す正面図である。
【図２】ヒンジ付近の構成を示す断面図である。
【図３】液晶パネルに電源電圧を供給する回路の構成を示す回路図である。
【図４】従来の液晶パネルの構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　可動開閉装置
　１０　ドア部（開閉部本体）
　１１　液晶パネル
　１２　ドア枠
　１３　立て框部
　１４　桟部
　２０　枠部材
　２１　縦枠部材（ヒンジ枠部材）
　２２　縦枠部材
　２３　鴨居部材
　３０　ヒンジ
　４１　一次変圧器
　４２　可撓電線
　４３　二次変圧器（昇圧器）
　４４　操作スイッチ
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